
中間連結財務諸表

業績および財務データ

●中間連結貸借対照表 （単位：百万円） （単位：百万円）

負債の部

預金

譲渡性預金

コールマネー及び売渡手形

債券貸借取引受入担保金

借用金

外国為替

その他負債

退職給付に係る負債

睡眠預金払戻損失引当金

偶発損失引当金

繰延税金負債

再評価に係る繰延税金負債

支払承諾

負債の部合計

純資産の部

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

土地再評価差額金

退職給付に係る調整累計額

その他の包括利益累計額合計

新株予約権

非支配株主持分

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

平成27年
9月中間期

（平成27年9月30日現在）

△

△

△

△

△

平成27年
9月中間期

（平成27年9月30日現在）

平成28年
9月中間期

（平成28年9月30日現在）

△

△

△

△

平成28年
9月中間期

（平成28年9月30日現在）

当行の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算
書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査証
明を受けております。以下の中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び
中間連結キャッシュ・フロー計算書は、上記の中間連結財務諸表に基づいて作成しております。

資産の部

現金預け金

コールローン及び買入手形

買入金銭債権

商品有価証券

金銭の信託

有価証券

貸出金 

外国為替

リース債権及びリース投資資産

その他資産

有形固定資産

無形固定資産

繰延税金資産

再評価に係る繰延税金資産

支払承諾見返

貸倒引当金

資産の部合計
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経常収益

経常費用

経常利益
特別利益

特別損失

税金等調整前中間純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

中間純利益

非支配株主に帰属する中間純利益

親会社株主に帰属する中間純利益

資金運用収益

　うち貸出金利息

　うち有価証券利息配当金

役務取引等収益

その他業務収益

その他経常収益

資金調達費用

　うち預金利息

役務取引等費用

その他業務費用

営業経費

その他経常費用

固定資産処分益

固定資産処分損

（単位：百万円）●中間連結損益計算書

中間純利益

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

退職給付に係る調整額

中間包括利益

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益

非支配株主に係る中間包括利益

（単位：百万円）●中間連結包括利益計算書

平成27年9月中間期
（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

平成28年9月中間期
（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）

平成27年9月中間期
（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

△

△

△

△

△

平成28年9月中間期
（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
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（単位：百万円）

●中間連結株主資本等変動計算書

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△
△

△

△

平成28年9月中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）

当期首残高
当中間期変動額
　剰余金の配当
　親会社株主に帰属する中間純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

当期首残高
当中間期変動額
　剰余金の配当
　親会社株主に帰属する中間純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

株主資本

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

（単位：百万円）

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
△

　
△

　

△
　
　
　

△

　
　

△

　
△

△

　

　
　
　
　
　
　

△
△

△
　
　
　
　
　
　
△
△

△

　
　
　
　
　
　

△
△
△

△
　
　
　
　
　
　

△

　
　
　
　
　
　

△
△

　
　
　
　
　
　

△
△

　
　
　
　
　
　

　
△

△

△
△

平成27年9月中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

当期首残高
当中間期変動額
　剰余金の配当
　親会社株主に帰属する中間純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　土地再評価差額金の取崩
　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

当期首残高
当中間期変動額
　剰余金の配当
　親会社株主に帰属する中間純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　土地再評価差額金の取崩
　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

株主資本

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金
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●中間連結キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー
　　　　　　　　税金等調整前中間純利益
　　　　　　　　減価償却費
　　　　　　　　貸倒引当金の増減（△）
　　　　　　　　退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
　　　　　　　　偶発損失引当金の増減額（△は減少）
　　　　　　　　資金運用収益
　　　　　　　　資金調達費用
　　　　　　　　有価証券関係損益（△）
　　　　　　　　金銭の信託の運用損益（△は益）
　　　　　　　　為替差損益（△は益）
　　　　　　　　固定資産処分損益（△は益）
　　　　　　　　商品有価証券の純増（△）減
　　　　　　　　貸出金の純増（△）減
　　　　　　　　預金の純増減（△）
　　　　　　　　譲渡性預金の純増減（△）
　　　　　　　　借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
　　　　　　　　預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
　　　　　　　　コールローン等の純増（△）減
　　　　　　　　コールマネー等の純増減（△）
　　　　　　　　債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
　　　　　　　　外国為替（資産）の純増（△）減
　　　　　　　　外国為替（負債）の純増減（△）
　　　　　　　　リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
　　　　　　　　資金運用による収入
　　　　　　　　資金調達による支出
　　　　　　　　その他
　　　　　　　　小計
　　　　　　　　法人税等の支払額

　　　　　　　　営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　　　　　　有価証券の取得による支出
　　　　　　　　有価証券の売却による収入
　　　　　　　　有価証券の償還による収入
　　　　　　　　金銭の信託の増加による支出
　　　　　　　　有形固定資産の取得による支出
　　　　　　　　有形固定資産の売却による収入
　　　　　　　　無形固定資産の取得による支出
　　　　　　　　持分法適用関連会社株式の取得による支出
　　　　　　　　その他

　　　　　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　　　　　　劣後特約付借入金の返済による支出
　　　　　　　　配当金の支払額
　　　　　　　　非支配株主への配当金の支払額

　　　　　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の中間期末残高

（単位：百万円）

△

△
△

△
△

△

△
△
△

△

△

△
△

△

 
△

△

△
△
△

△
△
△

△

△

平成28年9月中間期
（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）

△

△

△

△
△

△
△

△
△

△
△

△

△

△

△
 

△

△
△

△

△

△
△

△

△

平成27年9月中間期
（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）
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注記事項（平成28年9月中間期）

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成28年9月中間期）

1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社　7社

会社名
烏丸商事株式会社 京銀ビジネスサービス株式会社
京都信用保証サービス株式会社 京銀リース・キャピタル株式会社
京都クレジットサービス株式会社 京銀カードサービス株式会社
株式会社京都総合経済研究所

（2）非連結子会社　2社
会社名
京都・同志社発ベンチャー育成投資事業有限責任組合
京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合
　非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰
余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、
連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断
を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社

該当ありません。
（2）持分法適用の関連会社　1社

会社名
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
（持分法適用の範囲の変更）
　スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社は株式取得等により、
当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。

（3）持分法非適用の非連結子会社　2社
会社名
京都・同志社発ベンチャー育成投資事業有限責任組合
京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合

（4）持分法非適用の関連会社　1社
会社名
きょうと農林漁業成長支援ファンド投資事業有限責任組合
　持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、
利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)
等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を
与えないため、持分法の対象から除いております。

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項
　連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。　　９月末日　７社

4. 開示対象特別目的会社に関する事項
　該当事項はありません。

5. 会計方針に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により
行っております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
 （イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却
原価法(定額法)、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場
価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握
することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法
により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理
しております。

 （ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として
運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

（4）固定資産の減価償却の方法
　　①有形固定資産

　当行の有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した
建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附
属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間
により按分し計上しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建　物：8年～50年　　　その他：3年～20年
　連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、
主として定率法により償却しております。

　　②無形固定資産
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフ
トウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づ
いて償却しております。

（5）貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり
計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及び
それと同等の状況にある債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しておりま
す。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権

額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、債権額から担保の
処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上
の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・
フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・
フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を
貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出し
た貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を
実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を
勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に
回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

（6）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者か
らの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り
必要と認める額を計上しております。

（7）偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払
い等に備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（8）退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末
までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
　数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間
　　　　　　　　　　内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額
　　　　　　　　　　を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
　なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。

（9）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を
付しております。
　連結子会社については、当中間連結決算日現在、該当事項ありません。

（１０）重要なヘッジ会計の方法
 （イ）金利リスク・ヘッジ
　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、
ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品
会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別
監査委員会報告第24号　平成14年2月13日)に規定する繰延ヘッジ(キャッ
シュ・フローを固定するヘッジ)によっております。ヘッジ有効性評価の方法に
ついては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により
有効性の評価をしております。

 （ロ）為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計
の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査
上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号　平成14年7
月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法に
ついては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨
スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外
貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在するこ
とを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
　連結子会社については、当中間連結決算日現在、該当事項ありません。

（１1）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借
対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

（１2）消費税等の会計処理
　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ
ております。

（会計方針の変更）
(「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用)
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に
関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当中間連
結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築
物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
　なお、当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える
影響は軽微であります。

(追加情報）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第
26号 平成28年3月28日)を当中間連結会計期間から適用しております。

（中間連結貸借対照表関係）
1. 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
　　　株式 103百万円
　　　出資金 664百万円
2. 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
　　　破綻先債権額 3,791百万円
　　　延滞債権額 77,826百万円
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　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続しているこ
とその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして
未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収
利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)
第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が
生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の
貸出金であります。

3. 貸出金のうち3か月以上延滞債権額は次のとおりであります。
　　　3か月以上延滞債権額 112百万円
　なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日か
ら3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ
ります。

4. 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
　　　貸出条件緩和債権額 522百万円
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞
債権に該当しないものであります。

5. 破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の
合計額は次のとおりであります。

　　　合計額 82,252百万円
　なお、上記2. から5. に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査
上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号　平成14年2
月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商
業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利
を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

 23,310百万円
7. 担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産
　　　有 価 証 券 111,188百万円
　担保資産に対応する債務
　　　借　用　金 54,830百万円
　　　債券貸借取引受入担保金 42,929百万円
　　　預　　　金 12,078百万円
　　　コールマネー 5,056百万円
　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、
次のものを差し入れております。

　　　有 価 証 券 369,964百万円
　また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおり
であります。

　　　保　証　金 1,688百万円
8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実
行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契
約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
融資未実行残高　　　　　　　　　　　　1,428,052百万円
　うち原契約期間が1年以内のもの又は
　任意の時期に無条件で取消可能なもの　 1,371,350百万円

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フロ
ーに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行
申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項
が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等
の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づ
き顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講
じております。

9. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布 法律第34号)に基づき、当行
の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金
相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
　平成14年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)
第2条第4号に定める地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と
なる土地の価額(路線価)に基づいて、奥行価格補正、時点修正等の合理的な
調整を行って算出。

10. 有形固定資産の減価償却累計額
　　 　減価償却累計額 77,389百万円
11. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後
特約付借入金が含まれております。

　 　　劣後特約付借入金 29,000百万円
12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によ
る社債に対する保証債務の額

 18,564百万円

（中間連結株主資本等変動計算書関係）
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科
目の金額との関係

3. 配当に関する事項

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権
の内訳 当連結会計

年度期首
当中間連結会計期間

増加　　　減少
当中間連結
会計期間末

区分
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末
残高

（百万円）

摘要

当行
ストック・オプション
としての新株予約権 517

株式の種類（決議） 配当金の総額
（百万円） 

1株当たり
　配当額（円） 基準日 効力発生日

平成28年6月29日
定時株主総会 普通株式 2,267 6.00 平成28年6月30日平成28年3月31日

株式の種類（決議） 配当金の総額
（百万円） 

1株当たり
　配当額（円） 基準日 効力発生日

平成28年11月14日
取締役会 普通株式 2,268 6.00 平成28年12月1日平成28年9月30日

配当の原資

その他利益
剰余金

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少は新株
予約権(ストック・オプション)の権利行使による譲渡であります。

（単位：千株） 

摘要当連結会計年度
期首株式数

当中間連結会計
期間増加株式数

当中間連結会計
期間減少株式数

当中間連結会計
期間末株式数

発行済株式
　普通株式
自己株式
　普通株式

379,203

 1,210

-

6

-

65  （注）

379,203

1,151

（1）当中間連結会計期間中の配当金支払額

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当
中間連結会計期間の末日後となるもの

（リース取引関係）
○　借手側
1. オペレーティング・リース取引
　 　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
　　１年内 251百万円
　　１年超 1,720百万円
　　合　計 1,972百万円

○　貸手側
1. ファイナンス・リース取引
（1）リース投資資産の内訳
　　リース料債権部分 10,942百万円
　　見積残存価格部分 12百万円
　　受取利息相当額 　　　　　 △ 1,079百万円
　　合　計 9,875百万円
（2）リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日
　　  後の回収予定額

　 　  現金預け金勘定
　 　  預け金(日銀預け金を除く)
　 　  現金及び現金同等物

628,428百万円
△ 4,608百万円
623,819百万円

1年以内
1年超2年以内
2年超3年以内
3年超4年以内
4年超5年以内
5年超

3,336
2,884
2,158
1,390
729
443

156
129
68
15
7
6

リース投資資産に係る
リース料債権部分リース債権

（単位：百万円）

2. オペレーティング・リース取引
　 　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
　　１年内 4百万円
　　１年超 3百万円
　　合　計 7百万円

（中間連結損益計算書関係）
1. その他経常収益には、次のものを含んでおります。
　　　  株式等売却益 749百万円
　　　  貸倒引当金戻入益 704百万円
2. 営業経費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
　　　  給料・手当 12,483百万円
3. その他経常費用には、次のものを含んでおります。
　　　  株式等売却損 174百万円
　　　  株式等償却 0百万円
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（1）現金預け金
（2）有価証券
　　  その他有価証券
（3）貸出金
　　  貸倒引当金（＊1）

資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金
（3）借用金
負債計
デリバティブ取引（＊2）
　ヘッジ会計が適用されていないもの
　ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

628,428

2,850,762
4,735,588
△ 23,803
4,711,785
8,190,976
6,451,531
866,150
84,377

7,402,060

1,153
△ 742
410

628,428

2,850,762

4,750,171
8,229,362
6,452,488
866,159
84,938

7,403,586

1,153
△ 742
410

-

-

38,385
38,385
956
8

560
1,526

-
-
-

中間連結貸借
対照表計上額 時価 差額

（単位：百万円）

（金融商品関係）
金融商品の時価等に関する事項
　中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、中間連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略し
ております。また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、
次表には含めておりません((注2)参照)。

①非上場株式（＊１）（＊２）
②非上場その他の証券（＊３）
　　　　　合　　計

3,468
1,732
5,200

当中間連結会計期間
（平成28年9月30日）区　　分

（単位：百万円）

（＊1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊2）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示してお

ります。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示
しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法
資　産
（1）現金預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金についても、約定
期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。

（2）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示さ
れた価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっ
ております。
　自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに元利金の合計
額を同様に新規に発行を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を
算定しております。
 なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券
関係)」に記載しております。

（3）貸出金
　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するた
め、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金
利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、
元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引
いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、
見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込
額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日に
おける中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除
した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、
返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等
から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を
時価としております。

負　債
（1）預金、及び（2）譲渡性預金
　要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿
価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ご
とに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し
ております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を
用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券関係）

1. 満期保有目的の債券
　該当ありません。

2. その他有価証券

中間連結貸借
対照表計上額が
取得原価を
超えるもの

中間連結貸借
対照表計上額が
取得原価を
超えないもの

株式
債券
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他
　外国債券
　その他
　　小計
株式
債券
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他
　外国債券
　その他
　　小計

種類

合計

584,031
1,957,393
877,698
352,776

-
726,918
175,293
125,349
49,944

2,716,718
16,709
74,504
20,699
21,582

-
32,222
42,830
20,737
22,092
134,043

2,850,762

158,065
1,912,773
851,074
342,760

-
718,938
168,905
123,419
45,486

2,239,744
19,007
75,030
21,035
21,649

-
32,345
43,316
20,843
22,472
137,354

2,377,099

425,966
44,619
26,624
10,015

-
7,979
6,387
1,930
4,457

476,974
△ 2,297
△ 526
△ 336
△ 67

-
△ 122
△ 486
△ 105
△ 380

△ 3,310
473,663

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

（3）借用金
　借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、ま
た、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことか
ら、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時
価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当
該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引
いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のも
のは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引情報)」(Ｐ.31～32)に
記載しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対
照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価
証券」には含まれておりません。

 

　
（＊1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりま
せん。

（＊2）非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
（＊3）非上場その他の証券のうち、ベンチャーファンド出資金など時価を

把握することが極めて困難と認められるもので構成されているも
のについては、時価開示の対象とはしておりません。
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2. 1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中
間純利益金額及び算定上の基礎

（１）1株当たり中間純利益金額
　（算定上の基礎）
　　親会社株主に帰属する中間純利益
　　普通株主に帰属しない金額
　　普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益
　　普通株式の期中平均株式数

（２）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額
　（算定上の基礎）
　　親会社株主に帰属する中間純利益調整額
　　普通株式増加数
　　　うち新株予約権
　　希薄化効果を有しないため、潜在株式
　　調整後1株当たり中間純利益金額の
　　算定に含めなかった潜在株式の概要

（重要な後発事象）
　該当事項はありません。

（1株当たり情報）
1. 1株当たり純資産額
　　　　　1株当たり純資産額 1,877円48銭

（ストック・オプション等関係）
1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
　　　　　営業経費　　　　　　　　53百万円

2. ストック・オプションの内容

（注）株式数に換算して記載しております。

評価差額

　その他有価証券

　その他の金銭の信託

（△）繰延税金負債

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）

（△）非支配株主持分相当額

（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
評価差額金のうち親会社持分相当額

その他有価証券評価差額金

金額（百万円）

473,663

473,663

-

△ 143,092

330,571

△ 147

-

330,423

付与対象者の区分及び人数

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）

付与日

権利確定条件

対象勤務期間

権利行使期間

権利行使価格

付与日における公正な評価単価

当行の取締役(社外取締役を除く)9名、
当行の執行役員14名

普通株式　158,400株

平成28年7月28日

権利確定条件は定めていない

対象勤務期間は定めていない

平成28年7月29日から平成58年7月28日まで

１株あたり　  　１円

１株あたり 　659円

平成28年ストック・オプション

3. 減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)
のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得
原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって
中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失
として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
　当中間連結会計期間における減損処理額は、該当ありません。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準
において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。

　なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における
取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破
綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破綻懸念先とは、
今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後
の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻
先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。

（金銭の信託関係）
1. 満期保有目的の金銭の信託
　　 該当ありません。

2. その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
　　 該当ありません。

（その他有価証券評価差額金)
　中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次の
とおりであります。

28円04銭

10,602百万円
-百万円

10,602百万円
378,023千株
27円99銭

-百万円
649千株
649千株

-

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

要注意先

正常先

時価が取得原価に比べ下落

時価が取得原価に比べ30％以上下落

時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価
が取得原価に比べ30％以上50％未満下落した
もので市場価格が一定水準以下で推移している
場合等
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セグメント情報等
●セグメント情報
１. 報告セグメントの概要
　当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された
財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価す
るために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
　当行グループは、銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っておりま
す。なお、グループ各社が営む銀行業以外の事業については、重要性が乏しいこ
とから、銀行業のみを報告セグメントとしております。
　銀行業は、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、
内国為替業務、外国為替業務等を行っております。

２. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額
の算定方法
　報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
　報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。

３. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金
額に関する情報

　前中間連結会計期間（自　平成27年4月1日　至　平成27年9月30日）

（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異
調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額
との差異について記載しております。

2. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであ
り、信用保証業、リース業、クレジットカード業等を含んでおります。

3. 調整額は、次のとおりであります。
　（１）セグメント利益の調整額△19百万円は、セグメント間取引消去であります。
　（２）セグメント資産の調整額△30,627百万円は、セグメント間取引消去であります。
　（３）セグメント負債の調整額△27,673百万円には、セグメント間取引消去

△27,838百万円及び退職給付に係る負債の調整額164百万円が含まれ
ております。

　（４）資金運用収益の調整額△55百万円は、セグメント間取引消去であります。
　（５）資金調達費用の調整額△36百万円は、セグメント間取引消去であります。
4. セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　当中間連結会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

（注）1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異
調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額
との差異について記載しております。

2. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであ
り、信用保証業、リース業、クレジットカード業等を含んでおります。

3. 調整額は、次のとおりであります。
　（１）セグメント利益の調整額△18百万円は、セグメント間取引消去であります。
　（２）セグメント資産の調整額△35,931百万円は、セグメント間取引消去であります。
　（３）セグメント負債の調整額△27,850百万円には、セグメント間取引消去

△33,036百万円及び退職給付に係る負債の調整額5,185百万円が含ま
れております。

　（４）資金運用収益の調整額△46百万円は、セグメント間取引消去であります。
　（５）資金調達費用の調整額△33百万円は、セグメント間取引消去であります。
4. セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

●関連情報
　前中間連結会計期間（自　平成27年4月1日　至　平成27年9月30日）

1. サービスごとの情報

（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 地域ごとの情報
（1）経常収益
　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連
結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産
　当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対
照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報
　特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を
占めるものがないため、記載を省略しております。

　当中間連結会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

1. サービスごとの情報

（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 地域ごとの情報
（1）経常収益
　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連
結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産
　当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対
照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報
　特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を
占めるものがないため、記載を省略しております。

●報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。

●報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。

●報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。

経常収益
　外部顧客に対する経常収益
　セグメント間の内部経常収益
　　　　　　　計
セグメント利益
セグメント資産
セグメント負債
その他の項目
　減価償却費
　資金運用収益
　資金調達費用
　有形固定資産及び無形固定
　資産の増加額

55,638
235

55,874
19,460

8,206,306
7,543,442

2,458
40,516
2,796

1,567

4,146
1,048
5,195
1,294
42,282
24,707

39
104
41

6

59,785
1,284
61,070
20,755

8,248,588
7,568,149

2,497
40,621
2,838

1,573

-
△ 1,284
△ 1,284
△ 19

△ 30,627
△ 27,673

-
△ 55
△ 36

-

59,785
-

59,785
20,735

8,217,961
7,540,475

2,497
40,565
2,801

1,573

中間連結財務
諸表計上額その他

報告セグメント
銀行業 調整額合計

（単位：百万円）

外部顧客に対する
経常収益 24,952 19,949 14,883 59,785

合計貸出業務 その他有価証券投資業務
（単位：百万円）

外部顧客に対する
経常収益 23,533 17,434 14,356 55,324

合計貸出業務 その他有価証券投資業務
（単位：百万円）

経常収益
　外部顧客に対する経常収益
　セグメント間の内部経常収益
　　　　　　　計
セグメント利益
セグメント資産
セグメント負債
その他の項目
　減価償却費
　資金運用収益
　資金調達費用
　持分法適用会社への投資額
　有形固定資産及び無形固定
　資産の増加額

50,928
230

51,158
14,367

8,408,107
7,700,953

2,273
35,075
2,410

-

2,550

4,396
1,010
5,407
1,477
44,875
25,409

31
87
37
103

17

55,324
1,241
56,566
15,844

8,452,982
7,726,363

2,304
35,162
2,447
103

2,567

-
△1,241
△1,241
△18

△35,931
△27,850

-
△46
△33

-

-

55,324
-

55,324
15,826

8,417,051
7,698,512

2,304
35,116
2,414
103

2,567

中間連結財務
諸表計上額その他

報告セグメント
銀行業 調整額合計

（単位：百万円）
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中間財務諸表
●中間貸借対照表 （単位：百万円）

資産の部

現金預け金

コールローン

買入金銭債権

商品有価証券

金銭の信託

有価証券

貸出金

外国為替

その他資産

　その他の資産

有形固定資産

無形固定資産

再評価に係る繰延税金資産

支払承諾見返

貸倒引当金

資産の部合計

（単位：百万円）

負債の部

預金

譲渡性預金

コールマネー

債券貸借取引受入担保金

借用金

外国為替

その他負債

　未払法人税等

　リース債務

　資産除去債務

　その他の負債

退職給付引当金

睡眠預金払戻損失引当金

偶発損失引当金

繰延税金負債

再評価に係る繰延税金負債

支払承諾

負債の部合計

純資産の部

資本金

資本剰余金

　資本準備金

利益剰余金

　利益準備金

　その他利益剰余金

　　別途積立金

　　繰越利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

土地再評価差額金

　評価・換算差額等合計

　新株予約権

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

平成27年9月中間期
（平成27年9月30日現在）

△

△

△

平成28年9月中間期
（平成28年9月30日現在）

△

△

平成27年9月中間期
（平成27年9月30日現在）

△ △ 

平成28年9月中間期
（平成28年9月30日現在）

当行の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、金融商品取引法第193条の2第1項の
規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査証明を受けております。以下の中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等
変動計算書は、上記の中間財務諸表に基づいて作成しております。
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経常収益

経常費用

経常利益

特別利益

特別損失

税引前中間純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

中間純利益

資金運用収益

　うち貸出金利息

　うち有価証券利息配当金

役務取引等収益

その他業務収益

その他経常収益

資金調達費用

　うち預金利息

役務取引等費用

その他業務費用

営業経費

その他経常費用

（単位：百万円）●中間損益計算書

平成28年9月中間期
(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

平成27年9月中間期
(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)
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（単位：百万円）

●中間株主資本等変動計算書

平成28年9月中間期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）

△
△

△

△

△

△

当期首残高
当中間期変動額
　剰余金の配当
　別途積立金の積立
　中間純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

利益剰余金

利益準備金
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金
合計

その他利益剰余金

△

△

△

△

△

△

△

△
△

△

△

当期首残高
当中間期変動額
　剰余金の配当
　別途積立金の積立
　中間純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

評価・換算差額等株主資本

自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　

△
△

△

△

△

△

当期首残高
当中間期変動額
　剰余金の配当
　別途積立金の積立
　中間純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　土地再評価差額金の取崩
　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

利益剰余金

利益準備金
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金
合計

その他利益剰余金

△

△

△

△

△

△
△

△

△
△

△

△
△
△

△
△

△
△

△

△

△
△

当期首残高
当中間期変動額
　剰余金の配当
　別途積立金の積立
　中間純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　土地再評価差額金の取崩
　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
当中間期末残高

評価・換算差額等株主資本

自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計

（単位：百万円）平成27年9月中間期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）
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注記事項（平成28年9月中間期）

重要な会計方針（平成28年9月中間期）

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法
　 　商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により
行っております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原
価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、
その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と
認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

　 　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
ております。

（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として
運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産(リース資産を除く)
　有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物
附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上
しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 　　建物：8年～50年　　その他：3年～20年
（2）無形固定資産(リース資産を除く)
　　 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェ
アについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

（3）リース資産
　　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固
定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却して
おります。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがある
ものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

5. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上して
おります。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及
びそれと同等の状況にある債務者に係る債権については、債権額から、担保の
処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上して
おります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性
が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権につい
ては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を
計上しております。
　破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、債権額から担保の処
分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債
務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを
合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当
初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とす
る方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した
貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を
実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

（2）退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあ
たり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法につい
ては給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方
法は次のとおりであります。
　数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一
　　　　　　　　　　定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それ
　　　　　　　　　　ぞれ発生の翌事業年度から損益処理

（3）睡眠預金払戻損失引当金
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの
払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認
める額を計上しております。

（4）偶発損失引当金
　偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払い等
に備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　 外貨建の資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付し
ております。

7. ヘッジ会計の方法
（イ）金利リスク・ヘッジ
　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ
対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基
準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号　平成14年2月13日)に規定する繰延ヘッジ(キャッシュ・フ
ローを固定するヘッジ)によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、
ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価
をしております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法
は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取
扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号　平成14年7月29日)
に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、
外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取
引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債
権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認す
ることによりヘッジの有効性を評価しております。

8. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、中
間連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

（2）消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、
控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

（会計方針の変更）
（「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用）
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に
関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当中間会
計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に
係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
　なお、当中間会計期間の経常利益及び税引前中間純利益に与える影響は軽微
であります。

（追加情報）
　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26
号 平成28年3月28日)を当中間会計期間から適用しております。

（中間貸借対照表関係）
1. 関係会社の株式又は出資金の総額
　　　株　式 2,723百万円
　　　出資金 664百万円
2. 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
　　　破綻先債権額 3,646百万円
　　　延滞債権額 76,783百万円
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続しているこ
とその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして
未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収
利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第
96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生
じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の
貸出金であります。

3. 貸出金のうち3か月以上延滞債権額は次のとおりであります。
　　　3か月以上延滞債権額 112百万円
　なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日か
ら3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ
ります。

4. 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
　　　貸出条件緩和債権額 521百万円
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞
債権に該当しないものであります。

5. 破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合
計額は次のとおりであります。

　　　合計額 81,064百万円
　　なお、上記2. から5. に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実
行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一
定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に
係る融資未実行残高は次のとおりであります。

　　　 融資未実行残高 1,402,150百万円
　　　　うち原契約期間が1年以内のもの又は 1,345,448百万円
　　　　任意の時期に無条件で取消可能なもの
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、
融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を
与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権
の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資
の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられておりま
す。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求する
ほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

9. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後
特約付借入金が含まれております。

　　　劣後特約付借入金 29,000百万円
10.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によ
る社債に対する保証債務の額

 18,564百万円

（中間損益計算書関係）
1. その他経常収益には、次のものを含んでおります。
　　　株式等売却益 651百万円
　　　貸倒引当金戻入益 638百万円
2. 減価償却実施額は次のとおりであります。
　　　有形固定資産 1,791百万円
　　　無形固定資産 472百万円
3. その他経常費用には、次のものを含んでおります。
　　　株式等売却損 174百万円
　　　株式等償却 0百万円

（重要な後発事象）
　　該当事項はありません。

6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上
の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13
日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形
及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有して
おりますが、その額面金額は次のとおりであります。

 23,310百万円
7. 担保に供している資産は次のとおりであります。
　　 　担保に供している資産
　　　　　 有 価 証 券  111,188百万円
　　　 担保資産に対応する債務
　　　　　 借　用　金 54,830百万円
　　　　　 債券貸借取引受入担保金 42,929百万円
　　　　　 預　　　金 12,078百万円
　　　　　 コールマネー 5,056百万円
　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、
次のものを差し入れております。

369,964百万円　　　　　 有 価 証 券

1,680百万円　　　　　 保　証　金

　また、その他の資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとお
りであります。
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資金運用収支

　資金運用収益

　資金調達費用

役務取引等収支
　役務取引等収益
　役務取引等費用

その他業務収支
　その他業務収益
　その他業務費用

業務粗利益

業務粗利益率

（単位：百万円）
●業務粗利益

●国内業務部門

●資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り

資金運用勘定

　うち貸出金
　　　商品有価証券
　　　有価証券
　　　コールローン
　　　預け金

資金調達勘定
　うち預金
　　　譲渡性預金
　　　コールマネー
　　　借用金

（単位：百万円）

損益の状況

　

　
　
　
　
　

　
　

△ 　
　

平成28年9月中間期

平均残高 利息 利回り

（ ） （ ）

△

平成28年9月中間期

国内業務部門 国際業務部門 合　計

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

平成27年9月中間期

平均残高 利息 利回り

（ ） （ ）

平成27年9月中間期

国内業務部門 国際業務部門 合　計

（注）１．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成27年9月期443,721百万円、平成28年9月期458,137百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高
　　　　（平成27年9月期2,926百万円、平成28年9月期2,878百万円）および利息（平成27年9月期0百万円、平成28年9月期0百万円）を、それぞれ控除して表示しており
　　　　　ます。
　　　2.（　）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高および利息（内書き）であります。

（注）1. 国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
　　　2. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成27年9月期0百万円、平成28年9月期0百万円）を控除して表示しております。
　　　3. 資金運用収益および資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

　　　4. 業務粗利益率＝　　　
業務粗利益

　　　　　　　　　　　　
──────────　─────────

　　　　　　　　　　　　資金運用勘定平均残高
×
　　　　　　　　　

×100　　　

　　　5. 当行は特定取引勘定非設置行であるため、特定取引収支は該当ありません。

年間日数（365日）
期中日数（183日）
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資金運用勘定
　うち貸出金
　　　商品有価証券
　　　有価証券
　　　コールローン
　　　預け金

資金調達勘定
　うち預金
　　　譲渡性預金
　　　コールマネー
　　　債券貸借取引受入担保金
　　　借用金

（単位：百万円）
●合計

●国際業務部門

資金運用勘定
　うち貸出金
　　　有価証券
　　　コールローン

資金調達勘定

　うち預金
　　　コールマネー
　　　債券貸借取引受入担保金
　　　借用金

平成28年9月中間期

平均残高 利息 利回り

（ ） （ ） 　

平均残高 利息 利回り

平成28年9月中間期

平成27年9月中間期

平均残高 利息 利回り

（ ） （ ） 　

平均残高 利息 利回り

平成27年9月中間期

（単位：百万円）

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成27年9月期444,051百万円、平成28年9月期458,494百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高
　　　　（平成27年9月期2,926百万円、平成28年9月期2,878百万円）および利息（平成27年9月期0百万円、平成28年9月期0百万円）を、それぞれ控除して表示しており
　　　　 ます。
　　　2. 国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高および利息は、相殺して記載しております。

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成27年9月期330百万円、平成28年9月期357百万円）を控除して表示しております。
　　　2. (　)内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高および利息（内書き）であります。
　　　3. 国際業務部門の外貨建取引の平均残高は月次カレント方式（前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しております。 
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受取利息
　うち貸出金
　　　商品有価証券
　　　有価証券
　　　コールローン
　　　預け金

支払利息
　うち預金
　　　譲渡性預金
　　　コールマネー
　　　借用金

受取利息
　うち貸出金
　　　有価証券
　　　コールローン

支払利息
　うち預金
　　　コールマネー
　　　債券貸借取引受入担保金
　　　借用金

△ 
△ 

△ 

△ 
△ 
△ 

△ 
△ 
△ 

△ 
△ 
△ 
△ 

△ 

△ 
△ 

△ 
△ 
△ 

△ 
△ 
△ 
△ 
△ 

（単位：百万円）

（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減に含めて記載しております。

●国内業務部門
●受取・支払利息の分析

●国際業務部門

（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減に含めて記載しております。

△ 

△ 

△ 

△ 

残高による増減 利率による増減 純増減

平成28年9月中間期

残高による増減 利率による増減 純増減

平成28年9月中間期

（単位：百万円）

（単位：百万円）

△ 

 
△ 

△ 
△ 
△ 
△ 
△ 

△ 
△ 

 
 

 

△ 

△ 
△ 

 
 

 

残高による増減 利率による増減 純増減

平成27年9月中間期

残高による増減 利率による増減 純増減

平成27年9月中間期

●合計

△ 

△ 
△ 

 
△ 

△ 
△ 

 

△ 
△ 
△ 
 

△ 
 

△ 

△ 
△ 
△ 
 

△ 

受取利息
　うち貸出金
　　　商品有価証券
　　　有価証券
　　　コールローン
　　　預け金

支払利息
　うち預金
　　　譲渡性預金
　　　コールマネー
　　　債券貸借取引受入担保金
　　　借用金

△ 
△ 

△ 
△ 

△ 
△ 
△ 

△ 

△ 

△ 
△ 
△ 
△ 

△ 

△ 
△ 

△ 

△ 

△ 
△ 
△ 
△ 

△ 

残高による増減 利率による増減 純増減

平成28年9月中間期

残高による増減 利率による増減 純増減

平成27年9月中間期

△ 

 
△ 
△ 

△ 
△ 

△ 

△ 
△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 
（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減に含めて記載しております。
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●利鞘

資金運用利回り
資金調達原価
総資金利鞘

（単位：%）

役務取引等収益
　うち預金・貸出業務
　　　為替業務
　　　証券関連業務
　　　代理業務
　　　保護預り・貸金庫業務
　　　保証業務
　　　投資信託・保険販売業務
役務取引等費用
　うち為替業務　

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成28年9月中間期

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成27年9月中間期

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成28年9月中間期

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成27年9月中間期

（単位：百万円）●役務取引の状況

●業務純益

業務純益

平成27年9月中間期 平成28年9月中間期

（単位：百万円）

（注）業務純益は、預金、貸出金、有価証券などの利息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支を示す「役務取引等利益」、債券や外国為替などの売買損益を示す「その
 　　  他業務利益」の3つを合計した「業務粗利益」と、控除項目である「一般貸倒引当金繰入額」および「経費」から構成されています。なお、この「業務純益」は、銀行が
 　　  一般に公表する損益計算書の様式には設けられていません。

●営業経費の内訳

平成28年9月中間期

給料・手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
土地建物機械賃借料
営繕費
消耗品費
給水光熱費
旅費
通信費
広告宣伝費
租税公課
その他
計

平成27年9月中間期

●その他業務利益の内訳

平成28年9月中間期

国内業務部門
　商品有価証券売買益
　国債等債券売却損益
　国債等債券償還損益
　国債等債券償却
　金融派生商品損益
　その他
国際業務部門
　外国為替売買益
　国債等債券売却損益
　国債等債券償還損益
　国債等債券償却
　金融派生商品損益
　その他

△ 

平成27年9月中間期

△ 

△ 

（単位：百万円） （単位：百万円）

●利益率

平成28年9月中間期

総資産経常利益率
総資産中間純利益率

資本経常利益率
資本中間純利益率

（単位：%）（単位：%）

平成28年9月中間期平成27年9月中間期 平成27年9月中間期
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流動性預金

　うち有利息預金

定期性預金

　うち固定金利定期預金

　　　変動金利定期預金

その他の預金

預金合計

譲渡性預金

総合計

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成27年9月中間期

（      ）
（       ）

（       ）
（       ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

（      ）
（       ）

（ ）
（ ）

（  ）
（  ）
（  ）
（  ）

（  ）
（  ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（ ）
（ ）

（  ）
（  ）
（  ）
（  ）

（  ）
（  ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（ ）
（ ）

（      ）
（       ）

（       ）
（       ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

（      ）
（       ）

（ ）
（ ）

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成28年9月中間期

（  ）
（  ）
（  ）
（  ）

（  ）
（  ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（ ）
（ ）

（  ）
（  ）
（  ）
（  ）

（  ）
（  ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（ ）
（ ）

（注）1. 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
　　　2. 定期性預金＝定期預金＋定期積金
　　　　　 固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
　　　　　 変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金
　　　3. 国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。
　　　4.（　）内は構成比

●預金科目別残高 （単位：億円、%）

期末残高
平均残高
期末残高
平均残高

期末残高
平均残高
期末残高
平均残高
期末残高
平均残高

期末残高
平均残高

期末残高
平均残高

期末残高
平均残高

期末残高
平均残高

預金業務

残存期間
　　3か月未満
　　3か月以上6か月未満
　　6か月以上1年未満
　　1年以上2年未満
　　2年以上3年未満
　　3年以上

合　計

（注）本表の預金残高には、積立定期預金を含んでおりません。

●定期預金の残存期間別残高 （単位：百万円）

定期預金

平成28年9月30日

うち固定金利
定期預金 その他変動金利

定期預金

平成27年9月30日

定期預金

うち固定金利
定期預金 その他変動金利

定期預金
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営業店舗数
1店舗当たり預金額

●1店舗当たり預金

（注）1. 預金額には譲渡性預金を含んでおります。
　　　2. 店舗数には出張所を含んでおりません。

（単位：百万円）

従業員数
従業員1人当たり預金額

●従業員1人当たり預金

（注）1. 預金額には譲渡性預金を含んでおります。
　　　2. 従業員数は期中平均人員を記載しております。なお、従業員数には本部人員を含んでおります。

（単位：百万円）

●財形貯蓄残高

一般財形預金
財形年金預金
財形住宅預金

合　計

平成27年9月30日

（単位：百万円）

●預金者別預金残高

個人預金
法人預金
その他預金

合　計

平成27年9月30日

（  ）
（  ）
（   ）

（ ）

平成27年9月30日

店
    

平成27年9月30日

人
    

平成28年9月30日

店
    

平成28年9月30日

人
    

平成28年9月30日

平成28年9月30日

（  ）
（  ）
（   ）

（ ）

（注）1. その他預金=公金預金＋金融機関預金
　　　2. 譲渡性預金は含んでおりません。
　　　3.（　)内は構成比

（単位：億円、%）
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貸出業務

国内業務部門 国際業務部門 合　計

手形貸付

証書貸付

当座貸越

割引手形

合　計

期末残高
平均残高
期末残高
平均残高
期末残高
平均残高
期末残高
平均残高
期末残高
平均残高

平成28年9月中間期

国内業務部門 国際業務部門 合　計

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（    ）
（    ）
（    ）
（    ）
（ ）
（ ）

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（      ）
（      ）
（      ）
（      ）
（ ）
（ ）

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（  ）
（  ）
（    ）
（    ）
（ ）
（ ）

●貸出金科目別残高 （単位：億円、%）

貸出金

残存期間
　　1年以下
　　1年超3年以下
　　3年超5年以下
　　5年超7年以下
　　7年超
　　期間の定めのないもの
合　計

●貸出金の残存期間別残高
（単位：百万円）

うち変動金利 固定金利

平成28年9月30日

貸出金
うち変動金利 固定金利

平成27年9月中間期

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（  ）
（    ）
（    ）
（    ）
（ ）
（ ）

（  ）
（    ）
（  ）
（  ）
（      ）
（      ）
（      ）
（      ）
（ ）
（ ）

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（  ）
（  ）
（    ）
（    ）
（ ）
（ ）

平成27年9月30日

（注）1. 国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。
　　　2.（　）内は構成比

（注）1. 残存期間１年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしておりません。
　　　2. 残存期間別残高は、各残存期間の約定返済額により算出しております。

（注）店舗数には出張所を含んでおりません。

●1店舗当たり貸出金

平成28年9月30日

営業店舗数
1店舗当たり貸出金

店

（単位：百万円）

平成27年9月30日

店

（注）従業員数は期中平均人員を記載しております。なお、従業員数には本部人員
　　　を含んでおります。

●従業員1人当たり貸出金

平成28年9月30日

従業員数
従業員1人当たり貸出金

人

（単位：百万円）

平成27年9月30日

人

国内業務部門 国際業務部門 合　計

貸出金（A）
預　金（B）
　　　（A）／（B）
　　　  期中平均

平成28年9月30日

国内業務部門 国際業務部門 合　計

　
　

　
　

　
　

平成27年9月30日

　
　

　
　

　
　

預貸率

●貸出金の預金に対する比率

（注）預金には、譲渡性預金を含んでおります。

（単位：百万円）
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●貸出金・支払承諾見返の担保別内訳

設備資金
運転資金

合　計

●貸出金使途別残高
（単位：百万円）

貸出金残高 構成比

平成28年9月30日

貸出金残高 構成比

平成27年9月30日

有価証券
債権
商品
不動産
その他

計

保証
信用

合　計

（単位：百万円）

貸出金残高 支払承諾見返残高

平成28年9月30日

貸出金残高 支払承諾見返残高

平成27年9月30日

　製造業
　農業、林業
　漁業
　鉱業、採石業、砂利採取業
　建設業
　電気・ガス・熱供給・水道業
　情報通信業
　運輸業、郵便業
　卸売業・小売業
　金融業・保険業
　不動産業、物品賃貸業
　各種サービス業
　地方公共団体
　個人
　その他

特別国際金融取引勘定分
　政府等
　金融機関
　その他

合　計

●業種別貸出状況 （単位：百万円）

全店分
（除く特別国際金融取引勘定分）

貸出先数 貸出金残高 構成比

平成28年9月30日平成27年9月30日

貸出先数 貸出金残高 構成比

先先

24

業
績
お
よ
び
財
務
デ
ー
タ



平成28年9月中間期

●貸出金償却額

貸出金償却額

平成27年9月中間期

（単位：百万円）

期首残高 期中
増加額

期中減少額

その他目的使用
期末残高

●貸倒引当金残高、期中増減額

　一般貸倒引当金
　個別貸倒引当金
　　うち非居住者向け債権分
　特定海外債権引当勘定

合　計

平成28年9月中間期

期首残高 期中
増加額

期中減少額

その他目的使用
期末残高

平成27年9月中間期

（単位：百万円）

（注）※は洗替による取崩額であります。

※

※

※

※

※

平成27年9月30日

●住宅ローン・消費者ローン残高

住宅ローン
消費者ローン

合　計

（単位：百万円）

平成28年9月30日

●特定海外債権残高
　　該当ありません。

（注）1. 貸出金残高には、特別国際金融取引勘定分は含まれておりません。
　　　2. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、
　　　　 物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。

●中小企業等に対する貸出金

平成28年9月30日

総貸出先数
　うち中小企業等貸出先数
  （総貸出先に占める割合）

総貸出金残高
　うち中小企業等貸出金残高
  （総貸出金に占める割合）

先
先

（ ）

（単位：百万円）

平成27年9月30日

先
先

（ ）

平成28年9月30日

（ ）

平成27年9月30日

（ ）
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平成28年9月30日

●リスク管理債権残高

破綻先債権
延滞債権
3か月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合　計

平成27年9月30日
単体

（単位：百万円）

（注）1. リスク管理債権残高は、担保及び貸倒引当金を控除する前の金額であります。
　　　2. 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を
　　　　 計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号
　　　　 のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　　　3. 延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
　　　4. 3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
　　　5. 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
　　　　 取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。

平成28年9月30日
破綻先債権
延滞債権
3か月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合　計

平成27年9月30日

連結

平成28年9月30日

●金融再生法に基づく開示債権残高

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
正常債権

平成27年9月30日
（単位：百万円）

（注）1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始・更生手続開始・再生手続開始の申立て等により経営破綻となった債務者に対する債権およびこれらに準ず
　　　　 る債権であります。
　　　2. 危険債権とは、債務者の財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本および利息の受け取りができない可能性の高い債権であります。
　　　3. 要管理債権とは、元金または利息の支払いが3か月以上延滞している債権、および債務者の再建または支援をはかり、当該債権の回収をはかることなどを目的に、債務者
　　　　 に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行っている債権であります。
　　　4. 正常債権とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」および「要管理債権」以外
　　　　 のものに区分される債権であります。
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証券業務
●有価証券残高

国債

地方債

短期社債

社債

株式

その他の証券

　うち外国債券

　　　外国株式

合　計

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成27年9月中間期

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（       ）
（       ）

（  ）
（  ）

（  ）
（    ）

（    ）
（    ）

（ ）
（ ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（       ）
（       ）

（  ）
（  ）

（  ）
（    ）

（    ）
（    ）
（   ）
（   ）
（       ）
（       ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（       ）
（       ）

（ ）
（ ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（       ）
（       ）

（  ）
（  ）

（  ）
（    ）

（    ）
（    ）

（ ）
（ ）

（  ）
（  ）

（  ）
（  ）

（       ）
（       ）

（  ）
（  ）

（  ）
（    ）

（    ）
（    ）
（   ）
（   ）
（       ）
（       ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（       ）
（       ）

（ ）
（ ）

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成28年9月中間期

期末残高
平均残高

期末残高
平均残高

期末残高
平均残高

期末残高
平均残高

期末残高
平均残高

期末残高
平均残高
期末残高
平均残高
期末残高
平均残高

期末残高
平均残高

（単位：億円、%）

●有価証券の残存期間別残高
（単位：百万円）

国　債
地方債
短期社債
社　債
株　式
その他の証券
　うち外国債券
　　　外国株式

合　計

国　債
地方債
短期社債
社　債
株　式
その他の証券
　うち外国債券
　　　外国株式

合　計

1年以下 1年超3年以下 5年超7年以下 7年超10年以下3年超5年以下 期間の定めのないもの10年超 合　計

平成28年9月30日

平成27年9月30日

1年以下 1年超3年以下 5年超7年以下 7年超10年以下3年超5年以下 期間の定めのないもの10年超 合　計

（注）1. 国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。
　　　2.（　）内は構成比
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商品国債
商品地方債
商品政府保証債
その他の商品有価証券

合　計

平成27年9月中間期

●商品有価証券売買高 （単位：百万円）

商品国債
商品地方債
商品政府保証債
その他の商品有価証券

合　計

平成27年9月中間期

●商品有価証券平均残高 （単位：百万円）

有価証券（A）
預　　金（B）
　　　　（A）／（B）
　　　　  期中平均

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成27年9月30日

●有価証券の預金に対する比率

（注）預金には譲渡性預金を含んでおります。

（単位：百万円）

預証率

国債
地方債
政府保証債

合　計

証券投資信託

引受額 窓口販売額

平成27年9月中間期

平成28年9月中間期

平成28年9月中間期

国内業務部門 国際業務部門 合　計

平成28年9月30日

引受額 窓口販売額

平成28年9月中間期

●公共債引受額、公共債および証券投資信託の窓口販売額 （単位：百万円）
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●有価証券関係

有価証券関係情報

●満期保有目的の債券
　該当ありません。

子会社株式
関連会社株式
合計

平成27年9月30日 平成28年9月30日

中間貸借対照表計上額 差額時価 中間貸借対照表計上額 差額時価

※これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

子会社株式
関連会社株式
合計

平成27年9月30日 平成28年9月30日

（単位：百万円）

（単位：百万円）
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額

※これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
　当中間期において、非上場株式について０百万円減損処理を行っております。

株式
その他
合計

平成27年9月30日

中間貸借対照表計上額

平成28年9月30日

中間貸借対照表計上額

（単位：百万円）
（注） 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

●その他有価証券

中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

合計

株式
債券
　　　　　国債
　　　　　地方債
　　　　　短期社債
　　　　　社債
その他
　　　　　外国債券
　　　　　その他
小計
株式
債券
　　　　　国債
　　　　　地方債
　　　　　短期社債
　　　　　社債
その他
　　　　　外国債券
　　　　　その他
小計

平成28年9月30日

中間貸借対照表計上額 差額取得原価

△ 
△ 
△
△ 

△
△
△
△
△

△ 
△ 

-
△ 

△ 
△ 
△ 

△ 
△ 

平成27年9月30日

中間貸借対照表計上額 差額取得原価

（単位：百万円）

●子会社株式及び関連会社株式
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●満期保有目的の金銭の信託
　該当ありません。

●その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
　該当ありません。

評価差額

（△）繰延税金負債
その他有価証券評価差額金

その他有価証券
その他の金銭の信託

平成27年9月30日
（単位：百万円）

△ 

平成28年9月30日

△

●減損処理を行った有価証券

●その他有価証券評価差額金
　中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

要注意先

正常先

時価が取得原価に比べ下落

時価が取得原価に比べ30％以上下落

時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価が取得原価に比べ30％以上50％未満下落した
もので市場価格が一定水準以下で推移している場合等

●金銭の信託関係

（平成27年9月中間期）
　売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下
落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするととも
に、評価差額を当中間期の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
　当中間期における減損処理額は、141百万円（うち、株式141百万円、社債0百万円）であります。
　また、時価が｢著しく下落した｣と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めて
おります。

（平成28年9月中間期）
　売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下
落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするととも
に、評価差額を当中間期の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
　当中間期における減損処理額は、該当ありません。
　また、時価が｢著しく下落した｣と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めて
おります。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

要注意先

正常先

時価が取得原価に比べ下落

時価が取得原価に比べ30％以上下落

時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価が取得原価に比べ30％以上50％未満下落した
もので市場価格が一定水準以下で推移している場合等

　なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生して
いる発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、
及び要注意先以外の発行会社であります。

　なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生して
いる発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、
及び要注意先以外の発行会社であります。
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デリバティブ取引情報

●株式関連取引
　該当ありません。

●商品関連取引
　該当ありません。

●債券関連取引
　該当ありません。

●クレジット・デリバティブ取引
　該当ありません。

●金利関連取引  

●通貨関連取引

（注）1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2.  時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定して
おります。

（注）1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。
2.  時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

区分

店
　
頭

金
融
商
品
取
引
所

金利
オプション

種　類

金利先渡
契約

金利
オプション

金利
先物

売建
買建

売建
買建
売建
買建

売建
買建
売建
買建

受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
受取変動・支払変動

合　計

平成27年９月30日

契約額等 時価 評価損益

うち1年超

平成28年９月30日

契約額等 時価 評価損益

うち1年超

△ 

△ 

△ △ 

△ 

△ 

△ 

区分

店
　
頭

金
融
商
品
取
引
所

種　類

通貨
オプション

通貨
先物

売建
買建
売建
買建
売建
買建

売建
買建
売建
買建

その他

通貨スワップ

合　計

平成27年９月30日
契約額等 時価 評価損益

うち1年超

平成28年９月30日
契約額等 時価 評価損益

うち1年超

△ 
△ 

△ 
△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

金利
スワップ

その他

為替
予約

通貨
オプション

（単位：百万円）

（単位：百万円）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた
元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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（注）1.  ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号　平成14年２月13日）に基づき、繰延ヘッジ(キャッシュ・フローを固定するヘッジ）によっております。

2.  時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定して
おります。

（注）1.   主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号　平成14年７月29
日）に基づき、繰延ヘッジによっております。

2.  時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

●株式関連取引
　該当ありません。

●債券関連取引
　該当ありません。

●金利関連取引  

ヘッジ会計の
方法

金利スワップの
特例処理

原則的処理
方法

種　類 主なヘッジ
対象

受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

受取固定・支払変動
受取変動・支払固定　

貸出金、
その他有価証券（債券）、
預金等の有利息の
金融資産・負債

合　計

平成27年９月30日

契約額等 時価

うち1年超

△ 

△ 

●通貨関連取引  

ヘッジ会計の
方法

為替予約等の
振当処理

原則的処理
方法

種　類 主なヘッジ
対象

通貨スワップ
為替予約
その他
通貨スワップ
為替予約

外貨建の
有価証券等

合　計

平成27年９月30日 平成28年９月30日
契約額等 時価

うち1年超

△ 

△ 

平成28年９月30日

契約額等 時価

うち1年超

△ 

△ 

契約額等 時価

うち1年超

金利
スワップ

金利
スワップ

金利先物
金利オプション
その他

（単位：百万円）

（単位：百万円）

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間決算日における契約額又は
契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体
がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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（注）1.  ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号　平成14年２月13日）に基づき、繰延ヘッジ(キャッシュ・フローを固定するヘッジ）によっております。

2.  時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定して
おります。

（注）1.   主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号　平成14年７月29
日）に基づき、繰延ヘッジによっております。

2.  時価の算定
割引現在価値等により算定しております。

●株式関連取引
　該当ありません。

●債券関連取引
　該当ありません。

●金利関連取引  

ヘッジ会計の
方法

金利スワップの
特例処理

原則的処理
方法

種　類 主なヘッジ
対象

受取固定・支払変動
受取変動・支払固定

受取固定・支払変動
受取変動・支払固定　

貸出金、
その他有価証券（債券）、
預金等の有利息の
金融資産・負債

合　計

平成27年９月30日

契約額等 時価

うち1年超
-

80,212

-

-

-

-

△ 3,182

-

-

-

-

-

△ 3,182

-

-

-

79,871

-

-

-

-

-

●通貨関連取引  

ヘッジ会計の
方法

為替予約等の
振当処理

原則的処理
方法

種　類 主なヘッジ
対象

通貨スワップ
為替予約
その他
通貨スワップ
為替予約

外貨建の
有価証券等

合　計

平成27年９月30日 平成28年９月30日
契約額等 時価

うち1年超

△ 1,303

-

-

-

-

35,988

-

-

-

-

△ 1,303

-

-

-

-

-

平成28年９月30日

契約額等 時価

うち1年超
-

78,807

-

-

-

-

△ 3,459

-

-

-

-

-

△ 3,459

-

-

-

78,684

-

-

-

-

-

契約額等 時価

うち1年超
2,717

-

-

-

-

21,357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

金利
スワップ

金利
スワップ

金利先物
金利オプション
その他

2,717

（単位：百万円）

（単位：百万円）

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間決算日における契約額又は
契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体
がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

平成26年4月1日～
平成27年3月31日

平成25年4月1日～
平成26年3月31日

-

42,103

-

42,103

-

42,103

平成28年4月1日～
平成28年9月30日

-

42,103

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

-

42,103

平成24年4月1日～
平成25年3月31日

平成28年9月30日

 2,325

平成27年9月30日

1,960外貨建資産

●外貨建資産 （単位：百万米ドル）

国際業務

（注）現金自動支払機（CD）は設置しておりません。

現金自動預入支払機（ATM）

セブン銀行との
提携による共同ATM

店舗内 店舗外 合　計

平成27年9月30日

620

-

408

23,029

1,028

23,029

●自動機器設置状況
（単位：台）

その他

平成28年9月30日

店舗内 店舗外 合　計

622

-

404

21,779

1,026

21,779

●資本金の推移
（単位：百万円）

●大株主の状況
（平成28年９月30日現在）

株式・資本の状況

住所氏名又は名称 所有株式数 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合

日本生命保険相互会社

東京海上日動火災保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

京セラ株式会社

計

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

住友生命保険相互会社

京都銀行従業員持株会

15,169千株

13,393　　

12,501　　

12,024　　

7,980　　

7,640　　

7,514　　

7,136　　

6,590　　

6,406　　

96,355　　

4.00%

3.53　

3.29　

3.17　

2.10　

2.01　

1.98　

1.88　

1.73　

1.68　

25.41　

資本金増減額
資本金残高

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（退職給付信託口・オムロン株式会社口）

東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

東京都千代田区丸の内１丁目２番１号

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号

京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地

東京都新宿区西新宿１丁目26番１号

東京都中央区築地７丁目18番24号

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

東京都中央区晴海１丁目８番11号

東京都港区浜松町２丁目11番３号

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号
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